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中小企業者等に対する金融の円滑化を図るための臨時措置に関する法律 

第７条第１項に規定する説明書類（平成 24 年 3 月末現在） 
 
 

紀北信用金庫 
 
 
 第１ 府令第６条第１項第１号に規定する法第４条及び第５条の規定に基づく措置の実施に関す 

る方針の概要 

 
１． 「金融円滑化基本方針」を平成 21 年 12 月 9 日に定め、当該措置の実施に関する方針を明記 

  し、当金庫の取組方針などを、ホームページ上で公開しました。 

 
 

＜当金庫の取組方針＞ 

地域金融機関として、中小企業や個人のお客さまに対して安定した資金供給を継続することが当金

庫の最大の責務と認識しております。 

私どもは、ますます積極的に取組みすべく資金計画や返済計画についてのご相談・ご支援に応じさせ

て頂くことでこの地域を応援致します。又、資金の提供のみならず、これまで通りお客さまの抱えてい

る問題を十分把握した上で、その解決に向け全力で取組む様、各本支店に於いても徹底致しております。 

 
 
２． 上記１にあわせて、当該措置に係る体制を明記しました。 

 
 

＜金融円滑化の管理体制＞ 

   
・金融円滑化管理責任者を選任 

       理 事 会 
・「金融円滑化基本方針」の策定 

           
   
       常 務 会 
   
   ・取組状況の理事会等への報告 
   
       金融円滑化管理責任者（融資部担当常勤理事） 
   
   
   
       金融円滑化管理部門（融資部・業務部） 
              
             ＊主管部＝融資部 
   
       ＊金融円滑化管理部門の部長＝金融円滑化管理者 
   
   
   
      営業店 
   

＊部店長＝金融円滑化管理者 
   
      ＊次長・副長＝金融円滑化管理者を補佐



 
 第２ 府令第６条第１項第２号に規定する法第４条及び第５条の規定に基づく措置の状況を
適切に把握する為の体制整備 

 
1. 平成21年12月9日に定めた「金融円滑化基本方針」に、金融円滑化管理に係る報告体制を

明記し、貸付条件の変更等の相談等における記録の作成・保管及び報告に関する手続き等

についても明記しました。 

2. 金融円滑化法に伴う取組状況や取組実績等について、適時、理事会等において報告する
体制と致しました。 

 
 
 第３ 府令第６条第１項第３号に規定する法第４条及び第５ 条の規定に基づく措置に係る
苦情相談を適切に行う為の体制整備 

 
苦情相談については、本部融資部においてお客様からの苦情を直接受ける体制として

適切な対応が行えるよう以下のとおり、本部に専用窓口を設置しました。 

尚、各営業店についても苦情等の相談を店長等、責任者が受付け致します。 
＜苦情相談窓口＞ 

紀北信用金庫 本部融資部 苦情相談窓口 電話番号０５９７－２３－２３４１ 

本店営業部 0597-22-1411 海山支店 0597-32-1231 輪内支店 0597-28-2301 

熊野支店  0597-89-3311 中井支店 0597-22-3511 古戸支店 0597-22-5431 

長島支店  0597-47-1234 

 
 第４ 府令第６条第１項第４号に規定する法第４条の規定に基づく措置をとった後におい
て、当該中小企業者の事業について、改善又は再生の為の支援を行うための体制整備 

 
金融円滑化法に伴う条件緩和を実施した企業については、作成した経営改善計画書等

の経過チエック及び相談・支援を継続し、決算月を基準として計画との乖離を検証す

る。 

尚、担当者は営業店の役席者として、必要に応じて再生計画の見直し等についても、

積極的に取組み支援します。 

 

   金融円滑化法に伴うご相談等の実績 

   平成２１年１２月４日施行の中小企業等金融円滑化法の実績は、平成２４年３月末現在で別

添の通りとなりました。 

 

  

   別添、法第4条及び第5条に基づく措置の実施状況へ  


